
熊本市市道認定基準のお知らせ  

 

〔 認 定 基 準 〕  

1. 幅 員  

 有 効 幅 員 ４ ． ０ メ ー ト ル 以 上 で す 。  

2. 縦 断 勾 配  

 縦 断 勾 配 は ９ ％ 以 下 と し ま す 。 た だ し 、 地 形 状 や む を 得 な い 場 合 は 、   

１ ２ ％ 以 下 と し ま す 。  

3. 接 続 先  

 認 定 を 要 望 さ れ る 道 路 は 、 一 方 は 必 ず 幅 員 ２ ． ７ メ ー ト ル 以 上 の 公 道   

に 接 し て い な け れ ば な り ま せ ん 。 他 方 は 、 １ ． ８ メ ー ト ル 以 上 の 公 道

に 接 す る か 、 ま た は 、 認 定 可 能 な 開 発 道 路 に 接 続 し て い な け れ ば な り

ま せ ん 。  

4. 袋 路 状 道 路  

た だ し 、 行 き 止 ま り に な っ て い る 袋 路 状 道 路 の 場 合 は 、 終 点 に 自 動 車

が Ｕ タ ー ン で き る ス ペ ー ス （ 転 回 広 場 ） が 必 要 で す 。  

5. 利 用 戸 数  

市 道 と し て 認 定 さ れ る た め に は 、 該 当 道 路 を 利 用 す る 建 築 物 の 戸 数 が

２ 戸 以 上 、 袋 路 状 道 路 に つ い て は ５ 戸 以 上 あ る こ と が 必 要 で す 。  

6. 隅 切 り  

道 路 の 交 差 部 分 に は 、 隅 切 り が 必 要 で す 。 隅 切 り は ２ メ ー ト ル ×２ メ

ー ト ル の 二 等 辺 三 角 形 の 斜 辺 を 基 本 に し ま す 。 た だ し 、 地 形 上 や む を

得 な く 片 隅 切 り し か で き な い 場 合 は 、 ７ メ ー ト ル 以 上 の 間 口 を 確 保 す

る こ と が 必 要 で す 。  

7. 道 路 排 水 施 設  

認 定 対 象 道 路 に あ る 既 存 の 排 水 施 設 は 、 当 該 道 路 が 市 道 と し て 認 定 さ

れ た 時 点 で 、 所 有 権 を 熊 本 市 に 移 転 す る こ と が 必 要 に な り ま す 。  

8. 階 段 道 路  

有 効 幅 員 が ２ ． ０ メ ー ト ル 以 上 あ り 、 通 り 抜 け で き る 階 段 道 路 は 、 市

道 と し て 認 定 し ま す 。  

9. 道 路 用 地  

認 定 対 象 道 路 は 、 土 地 所 有 者 が 無 償 で 寄 付 を す る も の で な け れ ば な り

ま せ ん 。 分 筆 が 必 要 な 土 地 は 、 熊 本 市 の 費 用 で 分 筆 登 記 を 行 い ま す 。

ま た 、 寄 付 申 請 を 受 け る 土 地 の 抵 当 権 の 抹 消 は 熊 本 市 で 行 い ま す 。 た

だ し 、 申 請 者 は 熊 本 市 へ 道 路 敷 地 の 寄 付 を 行 う こ と に つ い て 、 事 前 に

金 融 機 関 か ら の 承 認 を 得 て お い て 下 さ い 。  

 

◎ 手 続 き  

(1) 市 道 認 定 要 望 書 を 提 出 し て く だ さ い 。  

(2) 当 課 職 員 が 現 地 調 査 を し た う え 、 地 元 代 表 者 に 当 該 道 路 の 認 定 条   

件 を 提 示 し ま す 。  

(3) 認 定 基 準 を 満 た す 場 合 は 、 当 該 道 路 の 土 地 所 有 者 か ら 道 路 敷 地 寄  

付 申 請 、 印 鑑 証 明 、 登 記 承 諾 書 を 提 出 し て も ら い ま す 。  

(4) 境 界 立 会 、 測 量 を 実 施 し ま す 。  

(5) 市 道 の 認 定 議 案 を 市 議 会 （ 年 ４ 回 ） に 提 出 し ま す 。  

(6) 議 会 で 承 認 後 、 分 筆 お よ び 所 有 権 の 移 転 登 記 を 行 い ま す 。  

(7) 登 記 済 み の 通 知 を 寄 付 申 請 者 に 行 い ま す 。  

(8) 地 元 か ら 道 路 整 備 要 望 書 を 提 出 し て も ら い ま す 。  

(9) 側 溝 や 舗 装 な ど 当 該 道 路 の 整 備 を し ま す 。  


